（不動産業者の方へ）

不動産取得税の軽減に必要な書類について

（宅地分譲用）
下記①～⑫の書類の提出をお願いいたします。


1 不動産（土地・家屋）取得に係る申告書

2 不動産取得税減免申請書 → 市町へ無償譲渡(寄附・帰属等)した筆がある場合
3 不動産取得税の減額に係る還付申請書 → 納付済の場合

4 県税等領収証書のコピー

5 取得時の公図 → 複数の筆を取得している場合
6 分合筆後の最終的な公図 → 土地を取得した後、分合筆している場合
7 全ての分合筆登記申請書のコピー又は分合筆後の全ての土地登記事項証明書 → 土地を取得した後、分合筆している場合
8 家屋新築後に発行された土地登記事項証明書(全部事項)

→ 住宅敷地ではないが、一緒に分譲した筆があればその分も

→ 市町に寄附・帰属した筆があればその分も
9 家屋登記事項証明書(要約事項でも可)または検査済証のコピー（土地を業者に売却後、その購入業者が建売住宅を建築した場合は、検査済証。）
10 建物平面図 → 新築された家屋が、併用住宅、二世帯住宅、共同住宅の場合
11 道路位置指定通知のコピー → 道路位置指定を受けた場合
※⑪については、不要な場合があるため、提出事務所に御確認ください。

12 徴収の猶予決定通知書のコピー → 徴収猶予を受けている場合

※軽減の対象となるのは、あなたが土地を取得してから３年以内に

· 土地を分譲した相手と同一人が特例適用住宅を新築した場合

· あなたが土地と同時に分譲する特例適用住宅を新築した場合

のいずれかです。

④～⑫については、コピー可。


⑦⑧⑨の登記事項証明書については、インターネットで取得したものでも可。


⑪については、不要な場合があるため、提出事務所に御確認ください。








